
今後の福岡市障がい者施策の方向性について（案）

これまでは障がいのある人を支援することで社会に適応
させるという考え方（医学モデル）

障がいのある人の受ける制限は，社会の様々な障壁によっ
て生じるとする，いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえ，
社会が障がいに対して適応していくことを目指す

障がい者の「親なき後」の支援
障がいのある人が必要な支援を受けながら，自らの能力を最大限発揮し，

地域や家庭でいきいきと生活できるまちづくりをめざす。

・超高齢社会など社会情勢の大きな変化
・障がい者や支援する家族等の高齢化
・障がいの重度化への対応
・緊急時に対応できる体制
・社会から孤立した障がい者への対応
・障がい者の社会参加の促進

具体策

障がい者差別解消
障がいへの理解促進，合理的配慮の考え方の浸透に向け，福岡市独自の条例を制定

「親なき後」の地域⽣活の総合的な⽀援
●24時間対応の地域⽣活⽀援体制の整備

区単位での医療機関，施設とのネットワークを強化し，24時間対応の相談体制へ

●緊急時受⼊れ拠点整備
行動障がいや人工呼吸器使用者など医療的ケアを必要とする障がい者の

緊急時受入拠点を市内に整備

●医療的ケアが必要な重度障がい者への⽀援
短期入所先でコミュニケーション支援を行うヘルパーの同行
レスパイト対策として外出が困難な障がい者に対し看護師を自宅派遣

●障がい者の社会的孤⽴防⽌⽀援
サービスを利用していない障がい者の家庭訪問・見守り
触法障がい者の生活基盤づくり支援

社会参加⽀援
●移動⽀援サービス

重度障がい者に加え，特に要望の強い療育手帳Ｂ所持者（中軽度知的障がい者）へ対象者拡大
移動中だけでなく目的地での活動中の利用や，散歩など明確な目的地のない利用も対象へ

●福祉乗⾞券・福祉乗⾞証
福祉乗車券は高齢者乗車券に統合

地域によって利用の格差のあった福祉乗車証（地下鉄無料パス）は定額のＩＣカードとし，西鉄・ＪＲも
利用可能に。またタクシーの利用も可能とする

●発達障がい者⽀援
個々の障がい特性に応じたきめ細やかな支援
発達障がい者の支援を行う拠点施設の検討や連携体制構築

●就労⽀援
精神障がい者・発達障がい者に対する支援の充実，
職場実習拡大等企業との連携強化，民間就労支援事業所への技術支援

施策再構築
●配⾷サービス
調理が困難な障がい者に昼食を配送
⇒ 離島やへき地は事業継続

他は民間サービスへ移行

●福祉電話
電話・ＦＡＸの貸与
⇒ 電話・FAXの設置助成のみ継続

（FAXの助成については従来通り）

●社会適応訓練(精神)
職親のもとで就労訓練を実施
⇒ 類似する就労支援制度へ移行

●障がい者就職⽀度⾦
就職に必要な物品購入費用を支給
⇒ 企業連携など直接的就労支援を充実

●⽣活サポート
居宅介護対象外の人への家事援助支援
⇒ 利用者がいないため事業終了

施策の重点化

社会参加の観点から高齢者施策
と同程度の乗車券制度は存続
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施策の基本的理念

障がい者を取り巻く現状・課題

必要な人への公平で効果的な支援
障がいの種別や地域等といった区別に限定されない

支援の実施

持続可能な支援制度
将来の不安を解消し，安心して生活できるように

施策を再構築

転換

経過措置検討
福祉乗車証を
選択制で交付

（3年間の経過措置）
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